
令和元年11月22日

NO 区分 職員数 換算率 換算職員数 基準面積 標準面積

① 事務室

特別職・三役 3人 12.0人 36.0人 162㎡

課長級 15人 2.5人 37.5人 169㎡

課長補佐 14人 1.8人 25.2人 113㎡

係長級 30人 1.8人 54.0人 243㎡

一般職員 71人 1.0人 71.0人 320㎡

臨時職員等 90人 1.0人 90.0人 405㎡

小計（職員数） 223人 314人 1,412㎡

② 倉庫 184㎡

③ 会議室等 1,561㎡

④ 玄関 1,262㎡

⑤ 議会関係諸室 560㎡

⑥ 車庫等 21,375㎡

⑦ 機械室 831㎡

⑧ 電気室 184㎡

⑨ 自家発電室 29㎡

⑩ 多目的トイレ 16㎡

⑪ サーバー室 100㎡

27,514㎡

参考

NO 項目 面積

① 各室面積 3,156㎡

② 有効面積 4,979㎡

⑥については、資料５のとおり算出。

⑦、⑧については、国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準を基に算出。

①～⑤については、平成22年度地方債同意等基準運用要綱の庁舎建設費の標準的な事業費を
基に算出。

4.5㎡

玄関面積算定の根拠。①～③の合計

機械室、電気室面積算出の根拠。 ①～⑤の合計

新営一般庁舎面積算定基準参照。有効面積①～⑤の合
計。

内容

合計

事務面積×13%

職員数×7㎡

各室面積（事務室＋倉庫＋会議室等）×40%

(資料５参照)

議員定数（16人）×35㎡

金武町役場庁舎必要面積試算表

沖縄県、国土交通省ガイドライン参照

既存サーバー設備を集約したときの必要面積



令和元年11月22日

NO 項目 必要面積(㎡)

1 住民利用駐車場必要面積 13,500

2 職員利用駐車場必要面積 7,875

合計必要面積 21,375

住民利用駐車場

NO 項目 必要台数
１台当たり
必要面積(㎡)

必要面積(㎡)

1 確定申告 250 25 6,250

2 住民健診 140 25 3,500

3 就学時前検診 150 25 3,750

住民利用駐車場合計 540 13,500

職員利用駐車場

NO 項目 必要台数
１台当たり
必要面積(㎡)

必要面積(㎡)

1 公用車（普通車両） 68 25 1,700

2 公用車（大型・マイクロ等） 3 50 150

3 議員駐車場 16 25 400

4 職員自家用車 225 25 5,625

職員利用駐車場合計 7,875

駐車場面積

　駐車場の面積は「平成22年度地方債同意等基準運用要綱」（総務省）を参考に、自動車
（本庁において直接使用する自動車に限る。）1台につき25㎡（地下車庫にあっては50㎡）
として算出する。

備考

庁舎に隣接させて整備する必要が
ある。

庁舎に隣接させなくても可。

金武町役場庁舎駐車場必要面積想定



令和元年11月22日

NO 駐車場台数 面積（㎡） 備考

1 金武町役場庁舎 220台 4,513㎡

来客者用駐車場 93台 1,585㎡

職員駐車場 90台 1,980㎡

公用車駐車場 37台 948㎡

2 金武町総合保健福祉センター 67台 1,046㎡

来客者用駐車場 50台 726㎡

職員駐車場 17台 320㎡

3 金武町立図書館 21台 480㎡

来客者用駐車場 12台 300㎡

職員駐車場 9台 180㎡

4 金武町営プール 10台 400㎡ 職員、来客合同使用

5 金武町教育委員会 160台 3,735㎡ 職員、来客合同使用

478台 10,174㎡

施設名

合計（NO１～NO５の合計）

金武町役場庁舎（現行）の駐車場について



 

 

金武町複合庁舎（仮称）の用地選定に係る基準（案）について 

 

 

以下の各項目について、点数付けの上で候補地を比較検討。 

大項目 中項目 小項目 

利便性 アクセスの容易さ 車によるアクセスが容易か。 

バスによるアクセスが容易か。 

自転車によるアクセスが容易か。 

徒歩によるアクセスが容易か。 

駐車場用地確保の容易さ 十分な駐車場面積が確保できるか。 

用地内の移動の容易さ 手動車いす等を念頭に平坦な土地が確保

できるか。 

実効性 人口密集地域等との地理的近接性 多くの住民が利用しやすい場所か。 

頻繁に町民が集まる場所が付近にあるか。 

経済性 現状の経済活動への影響 現在、経済活動が活発な場所か。 

現在の経済活動に積極的な影響を与えら

れるか。 

将来的な経済活動への影響 将来的な経済発展が望める場所か。 

防災性 台風（風水害）対策 高潮等による浸水が想定されにくいか。 

地震対策 軟弱な地盤ではないか。 

津波対策 浸水被害想定域に含まれていないか。 

土砂災害対策 土砂災害警戒区域に含まれていないか。 

総合的防災力 町内全域と複数の経路でつながっている

か。 

避難者を収容し、避難物資を集積できるだ

けの十分な用地が確保できるか。 

用地確保

の難易度 

町内における調整 買収をせずに確保できる用地が広いか。 

用地買収をする場合であっても、用地買収

が少なくて済むか。 

周辺環境 青少年等の健全育成 

 

子供をはじめとするあらゆる町民が利用

するに当たって支障となる環境が周囲に

ないか。 

周辺から受ける影響 高さ制限等土地利用に制限はないか。 

イベント等実施時における他施設の影響

はないか。 

文化的要

素 

積極要素 歴史的文化的意義を有するか。 

消極要素 指定文化財が存在しないか。 

 

※小項目のそれぞれについて 

「５点（大変良い）、４点（良い）、３点（どちらかと言えば良い）、 

２点（どちらかと言えば悪い）、１点（悪い）、０点（大変悪い）」 

の６段階で評価。 

令和元年 11月 22日

日 



南城市役所視察概要（令和元年10月24日）

1

南城市の用地選定基準

南城市庁舎等複合施設は、４町村合併時の協定及び庁舎建設検討委員会からの答申により、市の地
理的中心地域に建設することが決定した。
建設に当たっては、市民の利便性、敷地面積、用地の確保の３点に留意し、建設候補地及び収得す

る用地規模を決定した。
庁舎の必要面積は、地方債事業費算定基準（総務省）等を活用し、職員定数から必要面積を算定す
ることとし、概ね１５，０００㎡を必要面積とした。

用地の確保

庁舎整備後、企業等の進出により周辺の地価が高騰す
ることを見越し、庁舎整備に続く周辺の公共サービス施
設（公共駐車場や公園等）の中長期的整備に向けて、設
立した公社による周辺の用地買収も併せて実施。 実際、
庁舎等複合施設の運用開始後も駐車場の整備や、コミュ
ニティバスターミナルの整備を行っている。 駐車場整備の様子。約２，０００台駐車可能。災害時の避難場所

としての使用も見据え、電気・上下水道の管路も敷設している。

※詳細は「南城市庁舎建設基本構想」（平成２６年３月沖縄県南城市）第４章及び第５章を参照

地域住民との合意形成

新庁舎建設に係る市民説明会を５地域（１日４町村＋地下水への影響が懸念されていた整備予定地
周辺地域）で行い、地域住民に対して理解を求める場を設けた。
市町村合併時の合意事項になっていることや、高規格道路整備計画があったこともあり、建設候補

地に対する反対意見は無かった。



南城市役所視察概要

2

コミュニティバス

新庁舎が高台に位置することや、既存のバス等とのアクセスを補完する必要性に鑑み、コミュニ
ティバスを運用し、幹線バスや支線バスと連携することで、市民の利便性確保に努める仕組みを構築
した。（バスの購入・所有は南城市、運行等は沖縄バスが受託）
そのため用地選定を幹線バス又は支線バスのバス停付近に限定されることなく、広い視野で用地選

定を行うことができた。
今後、新しいバスターミナルを周辺に整備予定。





 
 

 

 

 

 

 

 

 

南城市庁舎建設基本構想南城市庁舎建設基本構想南城市庁舎建設基本構想南城市庁舎建設基本構想    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月    

沖縄県南城沖縄県南城沖縄県南城沖縄県南城市市市市    
 

 

 

 

（一部抜粋）

townkin
資料２
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第４章第４章第４章第４章    庁舎の規模庁舎の規模庁舎の規模庁舎の規模    

 

１．将来人口１．将来人口１．将来人口１．将来人口    

  市の人口は、合併当初の平成１８年３月末に４０，６５７人で、合併以前

から微減傾向が続き平成２０年３月末時点の４０，３３２人まで減少しました

が、同年を境に下げ止まり傾向（年率＋０．１％～０．５％）になっています。 

そして平成２２年８月に都市計画の見直し（南城都市計画区域指定１））によ

る宅地開発や集合住宅建設の進展に伴い、平成２４年からは年率１％を超える

増加に転じ、平成２５年１２月末時点では４１，７８８人になっております。 

本市では、引き続き都市計画の見直しによる宅地供給、市街地の拡大が見込

まれ、加えて南部東道路の整備（平成３０年度末一部供用）やＩＣ周辺におけ

る新たな拠点地形成及びインターネット環境の充実等による人口増加も期待

されます。 

なお、第１次南城市総合計画基本構想では、平成２９年度の目標人口４５，

０００人を設定しており、若年層の定住及び地域バランスを踏まえつつ今後４

年間で約３千人の増加を目指し取り組むこととしています。 

また、南城市都市計画マスタープランでは、概ね２０年後の将来人口を５０，

０００人と設定し都市づくりの制度設計が行われています。 

そこで、庁舎建設における市の想定人口を４５，０００人とし、将来人口を

５０，０００人と設定します。 

 

 

 

 

 

1) 本市では合併当初、旧佐敷町と大里村が那覇広域都市計画区域にあり、その 96.4％が都市計画法で厳し

い開発制限のある市街化調整区域に指定され、那覇を中心とした土地利用（まちづくり）を余儀なくさ

れていた。その一方、旧知念村、玉城村は都市計画区域外にあり、比較的規制が緩く無秩序な開発が行

われる状態であったため、合併後は市域の土地利用は異なる制度が混在する状態が続いていた（１国２

制度のまちづくり）ため、市では合併後の一体的なまちづくり、自立したまちづくりを図るべく平成２

２年８月１０日に那覇広域都市計画区域から離脱し市単独の南城都市計画区域（市街化調整区域がない

都市計画区域）となった。 
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２．２．２．２．想定職員数想定職員数想定職員数想定職員数    

１）１）１）１）行政改革の進展行政改革の進展行政改革の進展行政改革の進展    

 ①職員定数と定員適正化計画①職員定数と定員適正化計画①職員定数と定員適正化計画①職員定数と定員適正化計画    

  合併の際に策定された新市建設計画２）では、経費削減効果を生み出すため

に普通会計に属する職員４２４人から合併後１０年間で１０６人減少させる

ことを明記しています。これに基づいて平成２０年３月に南城市定員適正化計

画３）が策定され、合併前の全職員数４４３人を基準に平成２７年度までに１

１４人の削減目標を立て、最終的な職員数を３２９人としています。 

平成２４年度の「類似団体職員数の状況４」」において、普通会計に属する職

員数を市と類似団体とで比較すると次表のとおり４６人市の職員が少ない状

況です。 

 

 

2) 合併特例法に基づき合併協議会が策定した法定計画。新市の基本方針や公共施設の整備などについて定

め、将来のビジョンや施策の方向性を示す。合併特例債など国からの財政支援を受けるためには、この

中に事業計画を位置づける必要がある。 

3) 職員定数を適正管理するもので、事務を効率的及び効果的に執行するための適正な職員数を定めた計画

のこと。総務省の示す類似団体等の数値を参考に人口当たりの職員数を算出する方法などがある。 

4) 全国市区町村を人口と産業構造（産業別就業人口の構成比）を基準にいくつかのグループ（類似団体）

に分け、そのグループごとに人口１万人当たりの職員数を算出したもの。 

南城市人口推移南城市人口推移南城市人口推移南城市人口推移

年月日（現在） 世帯 男 女 合計
増減率

(前年比)

H17.3.31 12,903 20,493 20,205 40,698 ―

H18.3.31 13,170 20,472 20,185 40,657 △ 0.1

H19.3.31 13,414 20,419 20,129 40,548 △ 0.3

H20.3.31 13,550 20,273 20,059 40,332 △ 0.5

H21.3.31 13,835 20,385 20,141 40,526 0.5

H22.3.31 14,090 20,482 20,172 40,654 0.3

H23.3.31 14,334 20,550 20,154 40,704 0.1

H24.3.31 14,627 20,685 20,209 40,894 0.5

H25.3.31 15,015 20,824 20,475 41,299 1.0

H25.12.31 15,331 21,088 20,700 41,788 1.2
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普通会計職員による類似団体比較表 

市の職員数 ① 

（平成２４年４月１日現在） 

類似団体の平均職員数 

② ※１ 

過不足数 

①  － ② 

３１２ ３５８ △４６ 

※１ 類似団体の平均職員数３５８人は、普通会計部門から消防職員数を除いた数値である。こ

れは本市が一部事務組合により消防業務を行っているためである。また、上表職員数には、

公営企業等職員は含まれていません。市における現在の公営企業等職員数は３２人です。 

 

  新市建設計画及び定員適正化計画策定時には、地方分権改革に伴う事務権

限の移譲等業務量の増加が加味されていませんでした。そこで今後はこれらを

含めた計画の見直しが行われることが想定されます。 

以上のことから庁舎建設における市の想定職員数を３５０人と設定します。 

 

②②②②窓口業務の民間委託化窓口業務の民間委託化窓口業務の民間委託化窓口業務の民間委託化 

  市は、行政改革大綱において市民向け窓口の定型的な業務について民間委

託化を推進しており、平成２５年１月に市民課の窓口業務を先駆けて民間委託

し、効率的で効果的な市民サービスの向上に取り組んでいます。 

  今後も他課において、同様に窓口業務の民間委託化を積極的に推し進めて

行くことから窓口に携わる職員が委託先派遣職員に変わることで現行よりも

多く人数が配置されることになり、庁舎における十分な窓口スペースの確保が

必要になってきます。 

 

２２２２））））地方分権改革の進展地方分権改革の進展地方分権改革の進展地方分権改革の進展    

 ①権限移譲等に伴う事務事業の増加①権限移譲等に伴う事務事業の増加①権限移譲等に伴う事務事業の増加①権限移譲等に伴う事務事業の増加 

  平成１２年４月に施行された「地方分権一括法５」」により、都道府県の権限

に属する事務の一部を条例に基づいて市町村が処理できる「条例による事務処

理の特例」が地方自治法に創設されました。これにより市においても沖縄県か

ら多くの事務権限の移譲を受けその執行に務めています。 

  市は、これらの事務を適正に執行するために嘱託職員等を採用するなどし

て行政サービスの充実を図る必要があります。 

 

 

5) 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」で地方自治法をはじめとする４７５本

の関連法のことを指す。これまでの機関委任事務制度を廃止し、法定受託事務と自治事務を制度として

新たに設けた。 
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 ②行政需要の拡大②行政需要の拡大②行政需要の拡大②行政需要の拡大    

  近年行政を取り巻く環境が著しく変化する中、市民の行政に対する要望が

高度に多様化しています。これらの行政需要を限られた職員数で対応するには

事務事業のアウトソーシングや市民の行政参画が必要になってきます。 

特に市民による行政参画はＮＰОや市民団体等において行われることが多

くあることからそれら団体等の活動可能なスペースが必要になってきます。 

 

３３３３））））臨時職員と嘱託職員臨時職員と嘱託職員臨時職員と嘱託職員臨時職員と嘱託職員    

  現在、庁舎内に勤務する臨時職員及び嘱託職員の数は、玉城・大里庁舎で

１００人を超えており今後も事務事業の増加等により適正な業務遂行を行う

上で増える傾向にあります。 

本来臨時職員は、育児休業等職員の休職による代替として雇用する場合や一

時的な繁忙の時期の業務を補助するものとして雇用する場合などがあります。 

合併後は、職員が大幅に削減されていく中で臨時職員の雇用が確実に増えて

おり、臨時職員の果たす役割も変わってきています。 

また、嘱託職員においても増加傾向にあります。嘱託職員は、専門的知識、

技能、資格等を有した職員で、委任された業務を遂行するために雇用されてい

ます。地方分権改革の進展に伴い、各部署において専門性を有する業務が増え

てきております。特に資格等を有する職員の遂行する業務においては、事務委

託や嘱託職員の雇用等により事務を執行しております。 

今後においてもこのような傾向が続くものと考えられることから嘱託職員

の確保が必要になってきます。 

そこで、庁舎建設における臨時職員や嘱託職員及び委託先派遣職員の数を

１５０人と設定します。 

 

４４４４））））想定職員数想定職員数想定職員数想定職員数 

市の職員は、これまで述べてきたように行政事務を適正に執行するため、

庁舎内に勤務する職員を正規職員と臨時職員及び嘱託職員等併せて５００人

と設定します。 

 

３３３３．．．．想定議員数想定議員数想定議員数想定議員数    

  市の議員定数は、合併当初在任特例に基づき合併前４町村の議員６４人で

構成されていましたが、改選時に２２人に改められました。現在は、平成２１

年９月の改正により２０人となっております。 

  庁舎建設における市の想定議員数を２０人と設定します。 
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４４４４．．．．庁舎の規模庁舎の規模庁舎の規模庁舎の規模 

１１１１））））必要規模の算定手法必要規模の算定手法必要規模の算定手法必要規模の算定手法    

  庁舎の必要規模を算定する手法として、次のような方法が考えられます。 

 

①地方債事業費算定基準（総務省）①地方債事業費算定基準（総務省）①地方債事業費算定基準（総務省）①地方債事業費算定基準（総務省） 

平成２２年度まで総務省が定めていた「地方債事業費算定基準」による方

法 

 

 地方債事業費算定基準（総務省） 平成２３年度廃止 

 
 

地方債事業費算定基準（総務省）を活用した新庁舎の必要面積は、①と②の

合計面積とする。 

 

１３，６１９．２２㎡ ＋ １，４００㎡ ＝ １５，０１９．２２㎡ 

 

 

職員数 換算率 基準面積 算出面積（㎡）

特別職 3 20 270.00

部長級 8 9 324.00

課長級 44 5 990.00

課長補佐・係長級 59 2 531.00

一般職（正規） 214 1 963.00

一般職（臨時等） 150 1 675.00

一般職（製図者） 25 1.7 191.25

計 503 ― ― 3,944.25

ロ 倉庫 512.76

ハ 会議室等 3,521.00

ニ 玄関等 3,191.21

ホ 地下駐車場 1,750.00

ヘ 議会関係 700.00

13,619.22

地方債事業費算定基準（総務省）以外で必要となる面積

必要面積（㎡）

1,000.00

50.00

100.00

250.00

1,400.00

職員数５０３人　×　７．０㎡

区　　　　分

イ 事務室
4.5

イの面積　３，９４４.２５㎡　×　１３．０％

イ～ハの面積　７，９７８．０１㎡　×　４０％

議員定数２０人　×　３５．０㎡

①　合　　計

名　　称 内　　容

②　合　　計

地下駐車場の面積　35台　×　５０．００㎡

市政情報スペース 行政情報センター、掲示コーナー等

防 災 ス ペ ー ス 防災対策室、防災機器室等

福利厚生スペース ロッカールーム、休憩室等

市民開放スペース 市民ホール、ギャラリー、キッズスペース等
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②②②②「新営一般庁舎面積算定基準」国土交通省による方法「新営一般庁舎面積算定基準」国土交通省による方法「新営一般庁舎面積算定基準」国土交通省による方法「新営一般庁舎面積算定基準」国土交通省による方法    

 

新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省） 

 

 

新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省）を活用した新庁舎の必要面積は、

７，８４１．２２㎡とする。 

 

※新営一般庁舎面積定基準では、国の機関の庁舎建設に係る規模算定である

ことから議会及び市民関係の面積は加味されません。 

 

 

 

職員数 換算率 基準面積 算出面積（㎡）

特別職 3 18 216.00

部長級 8 9 288.00

課長級 44 5 880.00

課長補佐・係長級 59 1.8 424.80

一般職（正規） 214 1 856.00

一般職（臨時等） 150 1 600.00

一般職（製図者） 25 1.7 170.00

計 503 ― ― 3,434.80

221.32

68.00

446.53

10.00

10.00

65.00

6.50

160.96

130.00

42.76

237.00

1,398.07

555.00

184.00

29.00

768.00

4 交通部分 2,240.35

5 議会関係面積 0.00

6 その他の機能部分 ホール、ギャラリー、相談室等 0.00

7,841.22

3

機械室　　（１＋２）　３，０００～５，０００㎡

執務面積
4.0

区　　　　分

1

電話交換室　　換算人数　＝　８５８．７人

付属面積2

１の面積　３，４３４．８０㎡　×　１３．０％

会議室等　　職員数５０３人×０．４㎡＝２０１．２×１．１

議会機能等

合　　計

宿直室　１人まで１０㎡、１人増すごとに３．３㎡

庁務員室

湯沸室　階数（５階想定）　×　１３㎡　

受付・巡視留

便所及び洗面所　全職員数　×　０．３２

医務室

売店　全職員数　×　０．０８５

食堂及び喫茶室

計

電気室　　（１＋２）　３，０００～５，０００㎡

自家発電機室　　（１＋２）　３，０００～５，０００㎡

計

玄関、広間、廊下、階段室等　（１+２+３）×４０％

設備関係面積
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③類似団体を参考に算定する方法③類似団体を参考に算定する方法③類似団体を参考に算定する方法③類似団体を参考に算定する方法    

○類似団体Ⅰ－１のうち、庁舎建設計画のある弥富市を参考とした場合の

新庁舎規模 

類似団体（Ⅰ－１）を用いた算定（愛知県弥富市） 

 

 ※弥富市新庁舎の延べ床面積には、併設する立体駐車場を含む。 

工事概要は以下のとおり 

  庁舎地上６階（鉄骨鉄筋コンクリート造）延べ床面積 １１，０００㎡（免震構造） 

  立体駐車場 ２層３段（鉄骨造）    延べ床面積  ３，０００㎡ 

  公用車車庫（２階）・倉庫（平屋）・渡り廊下・駐輪場 延べ床面積 ６００㎡ 

 

④④④④県内の自治体を参考に算定する方法県内の自治体を参考に算定する方法県内の自治体を参考に算定する方法県内の自治体を参考に算定する方法    

県内自治体の最近庁舎建設を行った事例 

 

 ※１．職員数には、臨時・嘱託等は含まない。 

  ２．延べ床面積には、駐車場は含まない。 

  ３．SRC-4-1は、鉄骨鉄筋コンクリート造の地上 4階、地下 1階を表す。 

 

⑤既存⑤既存⑤既存⑤既存庁舎の面積の積み上げにより庁舎の面積の積み上げにより庁舎の面積の積み上げにより庁舎の面積の積み上げにより算定する方法算定する方法算定する方法算定する方法    

 

※１．職員数には、臨時・嘱託等は含まない。 

 

 

弥富市人口（人）
（H２３．４．１時点）

弥富市職員数（人）
（H２３．４．１時点）

弥富市新庁舎
延べ床面積（㎡）

弥富市職員一人当たり
の庁舎面積（㎡）

43,271 349 14,600 41.9

項目

自治体名

那覇市 2010年 38,586 RC-12-2 1,140 33.8

浦添市 1995年 20,463 SRC-9-1 480 42.6

糸満市 2000年 14,955 RC-6-0 336 44.5

南風原町 1996年 5,845 SRC-6-1 189 30.9

平均 ― ― ― ― 37.3

市部平均 ― ― ― ― 37.9

着工年度
延べ床面積
（㎡）

構造・階数
職員数
（人）

職員１人当たり
面積（㎡）

玉城庁舎 大里庁舎

供用開始年度 平成7年10月26日 平成12年11月17日

延べ床面積（㎡） 4,963.361 5,164.331

職員数（人） 111 171

職員一人当たり面積（㎡） 44.8 30.3
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２２２２））））必要規模の設定必要規模の設定必要規模の設定必要規模の設定 

  庁舎の必要規模に係る算定方法については、これまで述べてきたとおりで

すが、以下の理由等により、本市においては、自治体における庁舎建設規模算

定の標準的な方法である「地方債事業費算定基準」（総務省）の面積を設定す

ることとします。 

 

① 地方債事業費算定基準（総務省） 算定面積 １５，０１９．２２㎡１５，０１９．２２㎡１５，０１９．２２㎡１５，０１９．２２㎡ 

  本算定基準は、平成２３年度に廃止となっていますが、市町村の人口規模

ごとに面積査定基準が示されており、地方自治体による庁舎建設規模算定に

おいて標準的な方法です。 

 

② 新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省）  

  本算定基準は、国の機関の庁舎施設に関する基準であることから、市町村

における市民サービスを行う際の住民対応機能や議会機能が対象外となって

います。そこで市町村では対象外になる部分を個別算定する必要があります。 

 

③ 類似団体を参考に算定する方法（愛知県弥富市） 

  本算定基準は、組織や職員数などにおいて本市と類似する市町村の中から

新庁舎建設に取り組んでいる市町村を選定し、比較を行っていますが、比較

する類似団体は本市と異なる様々な地域事情があり、内容を十分に検討する

ことは困難です。 

 

④ 県内自治体を参考に算定する方法 

本算定基準は、県内の自治体において最近庁舎を建設した自治体の建設例

を参考にしたもので、職員一人当たりの面積を算定する方法ですが、類似団

体同様それぞれの自治体に地域事情があり、面積差が生じることから、内容

を十分に検討することは困難です。 

 

⑤ 既存庁舎の面積の積み上げにより算定する方法 

本算定基準は、既存の玉城庁舎と大里庁舎の積上げによる算定方法で、両

庁舎とも、現在、執務室や会議室等が手狭になっており、今後の事務権限の

移譲等による業務量の増加等も考慮する必要があります。 

 

 

以上の考え方から、新庁舎の規模については、①の算定基準を基本として算以上の考え方から、新庁舎の規模については、①の算定基準を基本として算以上の考え方から、新庁舎の規模については、①の算定基準を基本として算以上の考え方から、新庁舎の規模については、①の算定基準を基本として算

定し、概ね１５，０００㎡程度を定し、概ね１５，０００㎡程度を定し、概ね１５，０００㎡程度を定し、概ね１５，０００㎡程度を設定面積設定面積設定面積設定面積とします。とします。とします。とします。        
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第５第５第５第５章章章章    庁舎庁舎庁舎庁舎の位置の位置の位置の位置    

 

１．新１．新１．新１．新庁舎の庁舎の庁舎の庁舎の位置の前提位置の前提位置の前提位置の前提    

  新庁舎の位置は、合併協定や庁舎建設検討委員会の答申内容から、市の地

理的中心地域に建設することとなっております。このことを踏まえ、以下の点

に留意し、新庁舎を建設します。 

 

① 市民の利便性 

新庁舎は、佐敷、知念、玉城、大里の４地域の中心に位置し、市民の利

用に最も便利であるように、交通の事情等を考慮することを基本とします。 

 

② 敷地面積 

新庁舎は、建設する規模及び駐車場等の付帯施設の面積が確保できる敷

地であることを基本とします。 

 

③ 用地の確保 

  新庁舎の用地は、災害等の拠点施設及び市民の避難施設になりうる場所

で、取得が容易であることを基本とします。 

 

 

２．２．２．２．新新新新庁舎の庁舎の庁舎の庁舎の位置の適正位置の適正位置の適正位置の適正    

  新庁舎の位置は、前記に示す前提及び留意事項を踏まえ、佐敷の高台であ

るユインチホテル南城周辺とします。 

  当該地周辺は、現在市が中核地として大型駐車場の整備を進めており、市

域のほぼ中心に位置します。また、中核地形成に基づき道路整備も予定されて

おり、交通アクセスの便もよくなります。 

  用地については、まとまった土地の取得が可能であり、庁舎の有する機能

を十分に配置できます。 
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庁舎建設予定地周辺位置図庁舎建設予定地周辺位置図庁舎建設予定地周辺位置図庁舎建設予定地周辺位置図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年11月22日
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防衛関係

令和４年度

計画・構想
検討委員会
市民説明会

パブリックコメント

設
計
・
監
理

調査業務等

金武町複合庁舎（仮称）整備スケジュール

令和５年度令和２年度 令和３年度平成30年度

建設工事

令和元年度

用地取得

開発許可
建築確認

関
係
機
関
事
務
手
続
・
調
整

農地法
土地収用法

租税特別措置法

基本構想
基本設計
実施設計
工事監理

検討委員会

役場内検討会議
＜基本設計等、進捗状況把握・確認＞

検討委員会

町民
説明会

土地収用法に基づ
く事業説明会

＜金武、並里、中川、
伊芸、屋嘉＞

町内ヒアリング・町民説明会 等

基本設計パブコメ

基本設計及び用地測量設計委託料の6月補正準備

選定方法の確認・資料作成

6月補正により予算取得。基本設計設計者選定

基本設計、土質調査（ボーリング調査）、
用地測量設計（地籍測量）

実施設計

工事監理

不発弾事業申請 磁気探査業務

譲渡所得の課税の特例の適用に関する確認、
用地交渉開始、土地売買契約締結事業同意交渉

土地鑑定評価確定

事前調整開始

事業認定

国税事前調整

登記申請

里道用途廃止

事前調整開始 開発基本計画審査

開発申請

完了公告前の建築申請

建築確認
建物中間検査

開発完了

建物完了検査

造成工事

入札・仮契約 建築・電気・機械設備工事

入札

庁舎供用開始
引越作業

造成（外構）工事

●10月：町長諮問

●１月：答申

●３月：基本構想策定

＜各区、各団体＞



金武町複合庁舎（仮称）用地検討委員会の組織及び運営に関する規則をここに公布する。 

 

  令和元年 7月１６日 

 

金武町長  仲間 一 

 

金武町規則第１４号 

 

 

金武町複合庁舎（仮称）用地検討委員会の組織及び運営に関する規則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、庁舎建設に向けた用地の選定を円滑に進めるために、金武町複合庁舎

（仮称）用地検討委員会（以下「用地委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 用地委員会は、町長の諮問に応じ、金武町複合庁舎（仮称）（以下「複合庁舎」と

いう。）の整備に関し、次に掲げる調査及び審議を行うものとする。 

（１） 複合庁舎の用地選定に関すること。 

（２） その他必要な事項 

（組織） 

第３条 用地委員会は、１５名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長

が委嘱する。 

（１）副町長 

（２）教育長 

（３）知識経験者 

（４）金武町議会議員のうちから議会が指名する者 

（５）各区々長の代表 

（６）その他町長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 用地委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は教育長をも
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って充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 用地委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

（関係者の出席） 

第７条 用地委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 用地委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（費用弁償） 

第９条 委員の費用弁償の支給は、金武町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和４７年金武村条例第４０号）別表第１中「その他の委員」の項を適用

し、知識経験者については、予算編成方針謝礼金基準表の官公庁の管理職、専門職等、そ

の他の職種を準用する。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


